
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労災レセプト電算 
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■労災レセプト電算処理システム対応について 

 （労災指定医療機関で、労災レセプト電算処理を行う医療機関様のみ対象）  

  

労災レセプト電算処理について、平成 25 年 10 月より、試験稼働が開始され、各都道府県でも 

平成 26 年 1 月より本稼働が始まっています。日レセにおいても、労災レセプト電算処理システムへ 

の対応が進められ、電算処理の対応をするにあたり、システムの設定変更や、マスタの修正を行うこと 

で請求が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜注意＞ 

※労災レセプトを、レセプト電算請求するためには、事前に届け出が必要です。  

弊社では、労災レセプト電算処理についての、労働基準局への届け出作業や、 

オンライン請求にともなうオンライン請求ソフトの対応は実施しておりません。  

ご不明な点があれば、下記へお問い合わせ下さい。  

労災レセプト電算処理システムヘルプデスク 

０１２０－６３１－６６０ 
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システム管理の設定変更 

 

１．業務メニューより、 ９１ マスタ登録 ⇒ １０１ システム管理マスタ を選択します。 

２．管理コードに ２００５ レセプト・総括印刷情報 を選択し、 Ｅｎｔｅｒ を 2 回押します。 

３．「レセ電」タブを選択し、レセ電出力区分に「1 入院外のみ」又は「3 入院・入院外」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．設定が完了しましたら、 登録（Ｆ１２） を押して登録します。 

５．お客様の環境により、下図のメッセージが表示される場合が有ります。 

 OK（Ｆ１２） を押してメッセージを閉じます。 

 

 

 

 

 

 

６． 戻る（Ｆ１） を数回押して、業務メニューまで戻ります。 
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労災レセプト電算データの作成 

 

１．業務メニューより、 ４２ 明細書 を選択します。○ の部分を確認して下さい。 

２． 確定（Ｆ１２） を押し、 ＯＫ（Ｆ１２） を押して下さい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．「処理は正常に終了しました」とメッセージが表示されましたら、 戻る（Ｆ１）  を 

数回押して業務メニューまで戻ります。 

※集計だけで、レセプトを印刷する必要は有りません。 
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【Ｐｏｉｎｔ】 ※作成されたデータについて 

労災レセ電ファイルは、社保や国保のような「RECEIPTIC.UKE」というファイルではなく、 

ｚｉｐ形式という圧縮されたファイルで保存されます。 

 

 

 

 

 

          ＜サーバーでの表示＞  ＜Windows 端末での表示＞ 

 

保存したｚｉｐファイルは、次ページの手順で解凍して「○○○.UKE」の形式で請求します。 

 

労災レセプト電算データのファイル作成 

 

１.業務メニューより、 ４４ 総括表･公費請求書 を選択します。 

２.診療年月を入力します。 

３.請求年月日を入力します。（必ず診療年月の翌月の日付を入力して下さい。） 

４. 労災レセ電（Ｓｈｉｆｔ＋Ｆ５） を押します。 

 ※保存方法は社保・国保のレセ電データ作成時の方法と同じです。 

 ※症状詳記（紙）の作成には対応していません。 
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【Ｐｏｉｎｔ】 ※請求について 

・CDで請求する場合…全ての UKE ファイルを CDに書き込みます。  

・オンライン請求の場合…解凍したフォルダをオンライン請求の画面で指定することで、 

フォルダ内の全ての UKE ファイルがアップロードされます。 

労災レセ電データ（zip ファイル）の解凍 

 

＜Windows の場合＞ 

１．デスクトップに保存された zip ファイルをダブルクリックします。 

２．デスクトップに同じ名前のフォルダが作成され、フォルダ内のレセ電データが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．レセ電データをダブルクリックしてレセ電ビューアで内容を確認した後に請求を行って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｚｉｐファイル            解凍して作成されたフォルダ 

解凍 

 

労災レセ電データ 

労災レセ電データは、初回請求分の場合、 

労働基準監督署ごとに１ファイル作成され

ますので、複数のファイルになる事があり

ます。 
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＜サーバーの場合＞ 

１．デスクトップに保存された zip ファイルを右クリックし、「ここに展開する」を選択します。 

２．デスクトップに同じ名前のフォルダが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．作成されたフォルダをダブルクリックすると中のレセ電データが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．レセ電データをダブルクリックしてレセ電ビューアで内容を確認した後に請求を行って下さい。 

 

 

 

 

 

 

解凍 

 
解凍して作成されたフォルダ 

ｚｉｐファイル 

労災レセ電データ 
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■労災レセプト電算処理を行う場合の注意点 

 

（１）労災保険登録時の注意点 

 労災自賠責保険入力画面にて労働基準監督署のコードが未設定の場合、レセ電請求を 

行えませんので必ず入力して下さい。 

 労働保険番号から自動的に判別されますが、「存在しない労働基準監督署コードが設定されて 

います」というエラーメッセージが表示された場合には、再度ご確認下さい。 
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（２）労災電子化加算の入力 

労災電子化加算を算定する場合、診療行為入力画面にて以下のマスタを手入力して下さい。 

※自動算定されませんので、忘れずに入力して下さい。 

診療行為コード 名称 点数 

101801000 労災電子化加算 5 点 

 

※ 入力コードを付ける場合、「ｒｏ ○○」の入力コードを登録すると検索時に簡単に検索出来ます。 

※  

 

 

 

 

 

 

（３）労災レセプトの「傷病の経過」欄の記載 

 病名登録画面の コメント（Ｓｈｉｆｔ＋Ｆ５） から入力するコメントのレセプト印字欄について 

・[AA 労災レセプト「傷病の経過」]を選択して登録したコメントは、レセプトの「傷病の経過」に 

印字されます。（１００文字を超えた分は「摘要欄」に印字されます） 

・[01 主たる疾患の臨床症状]～[99 レセプト摘要欄コメント]を選択して登録したコメントは、 

レセプトの「摘要欄」に印字されます。 
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（４）特定器材マスタについて 

特定器材マスタには、都道府県購入価格のマスタが有ります。価格を登録してからご使用下さい。 

（例） 

診療行為コード 名称 

788888003 固定用伸縮性包帯 

788888007 頸椎固定用シーネ 

788888008 鎖骨固定帯 

788888009 膝・足関節の創部固定帯 

 

 

(5)「特定器材・その他：095930001～」のコードを使用して作成したマスタにつて 

労災レセプトの金額記載項目「80 その他」欄に集計する点数（文書料等）を、医院独自のマスタで 

作成している場合、レセ電データに記載する事が出来ません。 

※該当の患者様は、レセ電データ作成対象外となりますので、紙レセプトで請求を行って下さい。 

  

※「095930001～」のマスタを入力している場合、 ４１ データチェック にて労災・自賠責の 

データチェックを行うと、以下のようなエラーが印字されます。 

 

 

 

 

 

 ※事前に「095930001～」のマスタを確認する場合、以下の手順で一覧表を印刷出来ます。 

 ＜手順＞ 

１．業務メニューより、 ９１ マスタ登録 ⇒ １０２ 点数マスタ ⇒ リスト（Ｆ４） を押します。 

２．○の部分をチェックして 印刷開始（Ｆ１２） を押し、 印刷する（Ｆ１２） を押すと 

一覧表が印刷されます。 

※関係の無い自費マスタも印刷されますが、対象となる「095930001～」のマスタのみを 

確認して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


